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登
記
と
は
、
一
定
の
事
項
を
公
開
さ
れ
た
公

簿
に
記
載
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
三
者
に
対

し
て
も
そ
の
権
利
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
も

の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
制
度
を
登
記
制
度
と
い

い
ま
す
が
、
登
記
に
は
、
権
利
義
務
の
主
体
で

あ
る
法
人
格
に
関
す
る
も
の
と
、
権
利
の
客
体

で
あ
る
財
産
に
関
す
る
も
の
と
が
あ
り
ま
す
。

⑴
法
人
登
記

宗
教
法
人
の
存
在
、
組
織
、
財
産
関
係
の
状

況
等
を
一
定
の
帳
簿
（
登
記
簿
）
に
記
載
し
て

公
示
し
、
い
つ
で
も
一
般
に
公
開
す
る
こ
と

（
登
記
事
項
証
明
書
の
交
付
）
を
目
的
と
し
て
い

ま
す
。

宗
教
法
人
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
登
記
が

必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
宗
教
法
人
が
法
律
関
係

の
主
体
と
な
り
、
法
律
上
の
行
為
を
行
う
場

合
、
誰
が
宗
教
法
人
を
代
表
し
、
財
産
状
況
は

現
在
ど
う
な
っ
て
い
る
か
等
の
事
項
を
、
第
三

者
に
対
し
て
も
、
ま
た
法
人
の
構
成
員
そ
の
他

利
害
関
係
人
に
対
し
て
も
明
ら
か
に
す
る
必
要

が
あ
る
か
ら
で
す
。

な
お
、
宗
教
法
人
は
、
所
轄
庁
か
ら
規
則

（
寺
則
）
の
認
証
を
得
て
、
そ
の
主
た
る
事
務

所
の
所
在
地
に
、
次
の
事
項
を
登
記
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
成
立
し
ま
す
。

宗門総合振興計画 vol. 8 - 8

寺院の適切な管理運営について

▷ 11．登記は宗教法人の実体を正確に表していますか

寺院活動支援部〈一般寺院担当〉

宗
門
で
は
、
宗
門
総
合
振
興
計
画
の
一
環
と
し
て
、
適
正
な
寺
院
運
営
の
啓
蒙
・

普
及
の
た
め
、『
宗
報
』（
４
月
号
）
よ
り
『
宗
教
法
人
の
実
務
と
運
用
の
手
引
』
の

内
容
を
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。

今
号
で
は
、
宗
教
法
人
に
関
す
る
登
記
に
つ
い
て
、「
11
．
登
記
は
宗
教
法
人
の

実
体
を
正
確
に
表
し
て
い
ま
す
か
」
を
掲
載
い
た
し
ま
す
。

11
．
登
記
は
宗
教
法
人
の
実
体
を
正
確
に
表
し
て
い
ま
す
か
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①
目
的
（
事
業
を
行
う
場
合
は
、
そ
の
事
業
の

種
類
を
含
む
。）

宗
教
法
人
は
、
法
令
に
従
い
、
規
則
で

定
め
る
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
権
利
を

有
し
、
義
務
を
負
う
と
さ
れ
て
お
り
、
目

的
は
法
人
が
活
動
し
う
る
能
力
の
範
囲
を

定
め
る
も
の
で
す
。

②
名
称名

称
は
、
自
然
人
の
氏
名
に
相
当
す
る

も
の
で
、
法
人
は
こ
の
名
称
に
お
い
て
活

動
し
ま
す
。

③
事
務
所
の
所
在
場
所

宗
教
法
人
法
で
は
、
宗
教
上
の
事
項
以

外
の
世
俗
的
な
業
務
を
「
事
務
」
と
い

い
、
こ
の
事
務
を
執
行
す
る
た
め
の
本
拠

な
い
し
中
心
と
な
る
場
所
を
「
事
務
所
」

と
し
ま
す
。
事
務
所
の
所
在
地
と
礼
拝
施

設
の
所
在
地
は
、
必
ず
し
も
一
致
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
宗
教
法
人
の
事
務
は
、
そ
の
宗
教

活
動
と
関
連
す
る
も
の
で
す
か
ら
、
合
理

的
な
理
由
な
く
両
者
が
極
端
に
離
れ
て
い

る
場
合
は
、「
事
務
所
の
所
在
地
」
の
適

正
性
を
疑
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

規
則
上
に
主
た
る
事
務
所
と
記
載
さ
れ

た
場
所
と
、
事
実
上
主
た
る
事
務
所
の
機

能
を
営
む
場
所
と
が
一
致
し
な
い
場
合
に

は
、
法
令
違
反
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
主
た
る
事
務
所
に
つ
い
て
所
轄

庁
の
認
証
を
得
て
規
則
を
変
更
し
て
も
、

変
更
登
記
を
し
て
い
な
い
と
き
は
、
そ
の

事
務
所
を
も
っ
て
善
意
の
第
三
者
に
対
抗

す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

「
主
た
る
事
務
所
」
の
ほ
か
に
、
一
定

の
範
囲
内
で
独
立
性
を
持
た
せ
て
事
務
を

執
ら
せ
る
場
合
、
当
該
事
務
所
を
「
従
た

る
事
務
所
」
と
い
い
、
当
該
事
務
所
の
所

在
地
に
つ
い
て
も
規
則
に
規
定
し
ま
す
。

「（
主
た
る
）
事
務
所
の
所
在
地
」
は
、

宗
教
法
人
の
住
所
（
地
番
ま
で
）
と
し
、

所
轄
庁
、
管
轄
す
る
裁
判
所
・
法
務
局

（
登
記
所
）、
債
務
の
履
行
地
の
決
定
、
そ

の
他
の
法
律
関
係
を
決
定
す
る
重
要
な
基

準
と
な
り
ま
す
。
事
務
所
を
移
転
し
た
場

合
、
速
や
か
に
規
則
を
変
更
し
、
規
則
と

実
際
の
事
務
所
の
所
在
地
を
一
致
さ
せ
ま

す
。「
従
た
る
事
務
所
」
に
つ
い
て
も
同

様
で
す
。

な
お
、
寺
院
の
位
置
は
変
わ
ら
な
く
て

も
、
住
居
表
示
の
実
施
や
区
画
整
理
、
町

村
合
併
等
に
よ
り
、
寺
院
の
所
在
地
の
呼

称
、
地
番
が
変
更
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。こ

の
場
合
、
規
則
を
変
更
す
る
こ
と
と

な
り
ま
す
が
、
所
轄
庁
へ
の
規
則
変
更
の

認
証
申
請
（『
宗
報
』
６
月
号
参
照
）
は
必

要
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
宗
派
及
び
所
轄
庁
に
、
事
務

所
の
所
在
地
が
変
更
に
な
っ
た
旨
を
届
け

出
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

住
居
表
示
の
実
施
に
よ
り
事
務
所
の
所

在
地
が
変
更
に
な
っ
た
場
合
は
、
住
居
の

表
示
を
変
更
し
た
旨
の
市
町
村
長
の
証
明

書
の
交
付
を
受
け
、
こ
れ
を
付
し
て
登
記

所
に
事
務
所
変
更
登
記
を
申
請
し
ま
す
。

変
更
登
記
完
了
後
は
、
事
務
所
備
付
け
の

規
則
を
訂
正
し
、
同
時
に
変
更
後
の
登
記

事
項
証
明
書
を
付
し
て
、
宗
派
及
び
所
轄

庁
宛
に
届
出
し
ま
す
。

宗門総合振興計画
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区
画
整
理
や
市
町
村
合
併
に
伴
い
事
務

所
の
所
在
地
の
行
政
区
画
等
の
名
称
に
変

更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
登
記
官
の
職
権
に

お
い
て
変
更
登
記
が
な
さ
れ
る
こ
と
か

ら
、
事
務
所
備
付
け
の
規
則
を
訂
正
し
、

登
記
事
項
証
明
書
を
付
し
て
、
宗
派
及
び

所
轄
庁
に
届
出
し
ま
す
。

④
当
該
宗
教
法
人
を
包
括
す
る
宗
教
団
体
が

あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称
及
び
宗
教
法

人
、
非
宗
教
法
人
の
別

宗
教
法
人
が
宗
教
活
動
を
行
う
に
際

し
、
あ
る
共
通
の
宗
教
上
の
目
的
の
下
に

一
つ
の
組
織
（
包
括
宗
教
団
体
）
を
組
成

し
、
そ
の
組
織
の
一
員
と
し
て
行
う
こ
と

を
明
ら
か
に
し
ま
す
。
被
包
括
宗
教
法
人

（
一
般
寺
院
）
に
お
い
て
は
登
記
事
項
で

す
。

⑤
基
本
財
産
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
総
額

⑥
代
表
権
を
有
す
る
者
の
氏
名
、
住
所
及
び

資
格

⑦
規
則
で
境
内
建
物
若
し
く
は
境
内
地
で
あ

る
不
動
産
又
は
財
産
目
録
に
掲
げ
る
宝
物

に
係
る
財
産
処
分
行
為
に
関
す
る
事
項
を

定
め
た
場
合
に
は
、
そ
の
事
項

⑧
規
則
で
解
散
の
事
由
を
定
め
た
場
合
に

は
、
そ
の
事
由

⑨
公
告
の
方
法

前
記
の
登
記
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
ら
、
宗

派
の
承
認
や
所
轄
庁
の
認
証
が
必
要
な
事
項
の

場
合
は
そ
れ
ら
の
手
続
き
を
経
た
う
え
で
、
変

更
の
登
記
を
し
、
遅
滞
な
く
登
記
事
項
証
明
書

を
添
え
て
、
宗
派
及
び
所
轄
庁
に
届
け
出
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

特
に
、
代
表
役
員
（
代
務
者
を
含
む
）
が
変

更
（
再
任
も
含
む
）
に
な
っ
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
そ
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
て
取
引
の

相
手
側
に
損
害
を
与
え
た
場
合
な
ど
は
、
損
害

を
賠
償
す
る
責
任
が
生
じ
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

⑵
不
動
産
登
記

土
地
や
建
物
を
購
入
す
る
と
き
、
誰
も
が
登

記
簿
を
見
る
よ
う
に
、
不
動
産
の
取
引
で
登
記

は
一
番
大
切
な
こ
と
で
す
。
宗
教
法
人
も
不
動

産
の
取
得
等
権
利
の
変
動
の
都
度
、
登
記
す
る

こ
と
を
怠
ら
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

な
お
、
宗
教
法
人
の
所
有
に
か
か
る
礼
拝
の

用
に
供
す
る
建
物
及
び
そ
の
敷
地
に
つ
い
て

は
、
そ
の
旨
の
登
記
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

特
別
の
場
合
を
除
き
、
私
法
上
の
金
銭
債
務
の

た
め
の
差
押
え
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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